
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

〇

〇

（号 外）
独立行政法人国立印刷局

目

次

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〔
告

示
〕

〇
消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
三
第
八
号

の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
内
閣
府
・
厚
生
労
働
一
）

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及

び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
（
こ
ど
も
家
庭
庁
三
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
こ
ど
も

家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理

に
関
す
る
告
示

（
こ
ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
二
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該

当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
（
同
三
）

〇
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六

十
三
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
の
全
部
を
改
正
す
る

件
（
厚
生
労
働
八
四
）

〇
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数

の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準

並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
八
五
）

〇
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
（
同
八
六
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労

働
省
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

（
同
八
七
）

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
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め
の
法
律
施
行
令
第

二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
食
費
等
の
基
準
費
用
額
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
等
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
（
同
八
八
）

〇
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く

看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す

る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
八
九
）

〇
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ

く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に

関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
九
〇
）

〇
看
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及
び
介
護
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祉
士
の
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国
及
び
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時
的
な
滞
在
に
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す
る
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本
国
政
府
と
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会
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和
国
政
府
と
の
間
の

交
換
公
文
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野

に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
の
受
入

れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
同
九
一
）
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